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第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 
 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期 

会計期間 

自平成13年 
11月１日 
至平成14年 
４月30日 

自平成14年 
11月１日 
至平成15年 
４月30日 

自平成15年 
11月１日 
至平成16年 
４月30日 

自平成13年 
11月１日 
至平成14年 
10月31日 

自平成14年 
11月１日 
至平成15年 
10月31日 

売上高      （千円） 3,683,870 10,326,318 16,150,320 11,560,337 24,875,093 

経常利益     （千円） 348,085 1,048,831 1,800,491 1,254,307 2,566,867 

中間（当期）純利益（千円） 199,237 608,608 1,041,917 720,822 1,474,465 

持分法を適用した場合の投資
利益       （千円） 

－ － － － －

資本金      （千円） 350,000 350,000 648,000 350,000 648,000 

発行済株式総数   （株） 7,000,000 7,000,000 8,000,000 7,000,000 8,000,000 

純資産額     （千円） 827,213 1,910,407 4,342,431 1,348,798 3,477,514 

総資産額     （千円） 5,222,800 10,877,636 15,292,219 8,352,095 12,871,305 

１株当たり純資産額 （円） 118.17 272.91 542.80 192.68 432.56 

１株当たり中間（当期）純利
益金額       （円） 

28.46 86.94 130.24 102.97 205.16 

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円） 

－ － 129.45 － －

１株当たり中間（年間）配当
額         （円） 

－ － － 5.00 20.00 

自己資本比率    （％） 15.8 17.6 28.4 16.2 27.0 

営業活動によるキャッシュ・
フロー      （千円） 

△1,949,231 △768,740 △1,487,459 △2,107,899 1,573,822 

投資活動によるキャッシュ・
フロー      （千円） 

△51,993 △71,996 155,176 △304,146 △149,303 

財務活動によるキャッシュ・
フロー      （千円） 

1,945,564 1,406,898 1,473,855 2,962,262 1,448,099 

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高  （千円） 

280,481 1,452,520 3,900,549 886,358 3,758,977 

従業員数      （人） 41 65 111 46 88 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間にかかる主要な経営指標等の推

移については記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第５期以前は潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 
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５．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

６．当社は、平成14年１月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成14年２月１日をもって普通株式１株を

1,000株に分割いたしました。なお、第４期の１株当たり当期純利益金額は、当該株式分割が期首に行

われたものとして算出しております。 

７．第５期から「自己株式および法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年

２月21日 企業会計基準第１号）を適用しております。 

８．第５期から「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企

業会計基準第２号）および「一株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 
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２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。なお、当社におきましては、関係会社はありません。 

 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 平成16年４月30日現在

従業員数（人） 111 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．従業員数は、平成15年10月期末より23名増加しておりますが、事業規模の拡大に伴う中途採用及び新卒

採用による増加であります。 

 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第２【事業の状況】 
 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、大手企業を中心とした設備投資や輸出に支えられ回復基調にある

ものの、イラク紛争や北朝鮮問題といった国際情勢の懸念材料に加えて、年金問題や雇用問題等実体経済に

おいては依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

当不動産業界におきましても、東京都を中心とする関東圏においては地価が下げ止まりの傾向が見え初め

ているものの、関西圏においては依然下落傾向が続くなど地域による格差が顕著になってまいりました。 

このような環境の中、当社は前事業年度の平成15年９月24日に大阪証券取引所市場第二部に上場いたしま

した。また、平成16年３月には大阪府高槻市に高槻支店を出店し、さらなる事業の拡大を続けております。

各地にネットワークを構築し、地元に密着した建売分譲住宅事業を推し進めることが当社の事業展開方針で

あります。そのため、人材面の育成など確実な組織の成長を図っております。 

この結果、当中間会計期間の売上高は、161億50百万円で、前年同期比56.4％の増加となりました。経常

利益は、18億円で、前年同期比71.7％の増加となりました。また、中間純利益は、10億41百万円で、前年

同期比71.2％の増加となりました。 

 

なお、事業種類別の業績は次のとおりであります。 

 

① 戸建分譲事業 

戸建分譲事業におきましては、前事業年度末に開設しました神戸支店を含め、各既存店が順調に販売

を伸ばした結果、戸建分譲事業に係わる売上高は152億97百万円（前年同期比63.3％増）となりました。 

 

② マンション分譲事業 

マンション分譲事業におきましては、市況の悪化の影響を受け、マンション分譲事業に係わる売上高

は7億68百万円（前年同期比16.0％減）となりました。 

 

③ 請負工事事業およびその他事業 

請負工事事業およびその他事業における収入は、それぞれ11百万円、73百万円（前年同期比70.0％

増）となっております。 

 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間期末における現金および現金同等物は、39億円となり、期首に比べて１億41百万円増加しておりま

す。各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は14億87百万円（前年同期比93.5％増）となりました。その主要な要因は、

税引前中間純利益18億円を獲得する一方で、売上増に対応するためのたな卸資産の手当による支出26億2

百万円および法人税等の支出8億50百万円を支払ったことによります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は1億55百万円（前年同期は71百万円の使用）となりました。その主要な

要因は預け入れ期間が３ケ月を超える定期預金および積立預金の取り崩しによる収入が1億98百万円と

なったことによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は14億73百万円（前年同期比4.8％増）となりました。その主要な要因は

短期借入金の増加による収入が21億32百万円に対し、長期借入金の返済による支出5億円および配当金を1

億59百万円支出したことによります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 事業別 

件数 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

戸建分譲事業 598 50.6 16,354,292 49.3 

マンション分譲事業 37 0.0 901,757 △18.1 

請負工事事業 － － 11,198 － 

合計 － － 17,267,247 43.2 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 事業別 

件数 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

 兵庫県 378 31.7 9,826,932 26.1 

 大阪府 167 240.8 5,120,461 224.9 

 京都府 16 － 350,161 － 

戸建分譲事業 561 67.0 15,297,555 63.3 

 兵庫県 33 3.1 768,337 △16.0 

 大阪府 － － － － 

 京都府 － － － － 

マンション分譲事業 33 3.1 768,337 △16.0 

請負工事事業 － － 11,198 － 

その他事業 － － 73,229 70.0 

合計 － － 16,150,320 56.4 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．件数欄については、戸建分譲事業は棟数、マンション分譲事業は戸数を表示しております。 

３．戸建分譲事業およびマンション分譲事業における地域別の分類は、物件の属する地域によって分類して

おります。 
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３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 
 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 
 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 32,000,000 

計 32,000,000 

 （注） 平成16年１月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同

日より4,000,000株増加し、32,000,000株となっております。 

 

②【発行済株式】 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成16年４月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成16年７月23日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,000,000 16,000,000 
大阪証券取引所 
（市場第二部） 

－ 

計 8,000,000 16,000,000 － － 

 （注） 平成16年３月19日開催の取締役会の決議により、平成16年４月30日最終の株主に対して、平成16年６月21

日付をもって、当社普通株式1株を２株に分割しております。 
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(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

 平成16年１月29日定時総会決議 

 
中間会計期間末現在 
（平成16年４月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成16年６月30日） 

新株予約権の数（個） 1,270 1,270 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 127,000 127,000 

新株予約権行使時の払込金額（円） 4,430 2,215 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年１月30日 

至 平成23年１月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格および資本組入額（円） 

発行価格  4,430 

資本組入額 2,215 

発行価格  2,215 

資本組入額 1,108 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も当社または当社関係会社

の取締役、監査役もしくは

従業員の地位にあることを

要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、そ

の他正当な理由のある場合

において、当社取締役会が

新株予約権の継続保有を相

当と認める場合はこの限り

ではない。 

② 新株予約権の質入その他の

処分は認めない。 

③ 当社と新株予約権者の間で

締結する「新株予約権割当

契約書」の内容に抵触して

いないこと。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡するには取

締役会の承認を要する。ただ

し、当社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権割当契

約書」において、新株予約権を

譲渡してはならないことを定め

るものとする。 

同左 

 （注） 平成16年４月30日現在の株主に対し、平成16年６月21日付で普通株式１株を２株に分割しております。

また、分割に伴い平成16年６月21日以降の権利行使価額を2,215円に調整しております。 

 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円） 

資本準備金
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日 

－ 8,000,000 － 648,000 － 403,250

 （注） 平成16年６月21日付をもって１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が8,000千株増加しております。 
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(4）【大株主の状況】 

  平成16年４月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

中島 雄司 兵庫県西宮市里中町１－２－19 2,577,500 32.21 

一建設株式会社 東京都練馬区石神井町２－26－11 1,040,000 13.00 

伏見管理サービス株式会社 東京都西東京市東伏見４－３－15 900,000 11.25 

ゴールドマンサックスインターナ
ショナル 
（常任代理人 
ゴールドマン・サックス証券会
社東京支店） 

東京都港区六本木6－10－1六本木ヒルズ森
タワー 

708,000 8.85 

五十嵐 幸造 
福井県坂井郡春江町中筋３－16シティ
ガーデン101 

196,000 2.45 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２－４－６ 180,900 2.26 

牛島 慎吾 神戸市垂水区本多聞２－23－８－204 180,000 2.25 

森脇 利典 兵庫県西宮市甲子園町18－１－104 180,000 2.25 

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２－11－３ 160,700 2.00 

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１－８－11 118,400 1.48 

計 － 6,241,500 78.02 

 （注）１．上記のうち、一建設株式会社は、平成16年２月１日付で飯田建設工業株式会社より、商号の変更を行っ

ております。 

    ２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社   160,700株 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 118,400株 
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(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 平成16年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,000,000 80,000  － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 8,000,000 － － 

総株主の議決権 － 80,000 － 

 

②【自己株式等】 

 平成16年４月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式数
に対する所有
株式数の割合 
（％） 

－ － － － － － 

     計 － － － － － 

 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

月別 平成15年11月 12月 平成16年１月 ２月 ３月 ４月 

最高（円） 2,200 2,420 4,270 4,680 5,170 
6,300 
□3,050 

最低（円） 1,600 1,900 2,260 3,400 4,100 
4,900 
□2,680 

 （注）１．最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

２．□印は、株式分割権利落後の株価を示しております。 

 

３【役員の状況】 

(1）新任役員 

 該当事項はありません。 

 

(2）退任役員 

 該当事項はありません。 

 

(3）役職の異動 

 該当事項はありません。 
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第５【経理の状況】 
 

１．中間財務諸表の作成方法について 
 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成14年11月１日から平成15年４月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成15年11月１日から平成16年４月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

 

２．監査証明について 
 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成14年11月１日から平成15年４月30日

まで）および当中間会計期間（平成15年11月１日から平成16年４月30日まで）の中間財務諸表について、新日本

監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成15年８月19日提出の有価証券届出書にとじ込まれたもの

によっております。 

 

３．中間連結財務諸表について 
 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

 



－  － 
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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成15年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成15年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,485,520 3,900,549 3,810,277 

２．売掛金  － 362 － 

３．有価証券  499 499 499 

４．たな卸資産 ※２ 8,477,324 10,539,396 7,936,944 

５．前渡金  235,077 235,380 310,151 

６．繰延税金資産  50,746 92,325 98,029 

７．その他  77,949 40,744 122,492 

流動資産合計   10,327,116 94.9 14,809,258 96.8  12,278,396 95.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※1,2 78,203 75,940 76,288 

(2）土地 ※２ 290,012 290,012 290,012 

(3）その他 ※１ 15,868 48,490 24,345 

有形固定資産合計  384,083 414,443 390,646 

２．無形固定資産  2,495 5,229 2,825 

３．投資その他の資産  163,939 63,287 199,438 

固定資産合計   550,519 5.1 482,960 3.2  592,909 4.6

資産合計   10,877,636 100.0 15,292,219 100.0  12,871,305 100.0
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前中間会計期間末 
（平成15年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成15年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  1,571,958 1,594,515 1,880,257 

２．工事未払金  1,144,529 1,678,010 1,319,098 

３．短期借入金 ※２ 4,771,200 6,484,800 4,351,900 

４．一年内返済予定長
期借入金 

※２ 338,504 － 280,000 

５．未払法人税等  448,000 769,104 861,590 

６．前受金  189,350 212,694 276,433 

７．その他 ※３ 97,567 175,862 182,754 

流動負債合計   8,561,109 78.7 10,914,987 71.4  9,152,034 71.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 388,662 － 220,000 

２．退職給付引当金  1,658 4,900 2,957 

３．役員退職慰労引当
金 

 15,800 29,900 18,800 

固定負債合計   406,120 3.7 34,800 0.2  241,757 1.9

負債合計   8,967,229 82.4 10,949,787 71.6  9,393,791 73.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   350,000 3.2 648,000 4.2  648,000 5.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  － 403,250 403,250 

資本剰余金合計   － － 403,250 2.6  403,250 3.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  5,400 5,400 5,400 

２．中間（当期）未処
分利益 

 1,555,007 3,285,781 2,420,864 

利益剰余金合計   1,560,407 14.3 3,291,181 21.6  2,426,264 18.9

資本合計   1,910,407 17.6 4,342,431 28.4  3,477,514 27.0

負債資本合計   10,877,636 100.0 15,292,219 100.0  12,871,305 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   10,326,318 100.0 16,150,320 100.0  24,875,093 100.0

Ⅱ 売上原価   8,572,812 83.0 13,422,404 83.1  20,769,663 83.5

売上総利益   1,753,506 17.0 2,727,915 16.9  4,105,429 16.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  626,959 6.1 856,037 5.3  1,384,514 5.6

営業利益   1,126,546 10.9 1,871,878 11.6  2,720,915 10.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,537 0.0 4,242 0.0  42,491 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  79,252 0.7 75,629 0.5  196,539 0.8

経常利益   1,048,831 10.2 1,800,491 11.1  2,566,867 10.3

Ⅵ 特別損失   － － － －  1,936 0.0

税引前中間（当
期）純利益 

  1,048,831 10.2 1,800,491 11.1  2,564,931 10.3

法人税、住民税及
び事業税 

 444,699 758,275 1,142,870 

法人税等調整額  △4,476 440,223 4.3 298 758,573 4.7 △52,405 1,090,465 4.4

中間（当期）純利
益 

  608,608 5.9 1,041,917 6.4  1,474,465 5.9

前期繰越利益   946,398 2,243,864  946,398

中間（当期）未処
分利益 

  1,555,007 3,285,781  2,420,864
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日）

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 1,048,831 1,800,491 2,564,931 

減価償却費  6,470 13,971 16,402 

引当金の増加額  4,048 13,042 8,347 

受取利息及び受取配
当金 

 △184 △673 △490 

支払利息  71,592 75,203 149,622 

たな卸資産の増加額  △2,039,850 △2,602,452 △1,499,470 

前渡金の減少額  112,407 74,771 37,332 

その他流動資産の増
減額 

 △14,463 74,961 △51,703 

仕入債務の増加額  509,392 73,169 992,260 

前受金の増減額  33,654 △63,738 120,737 

未収又は未払消費税
等の増減額 

 61,448 △14,827 80,259 

その他流動負債の増
減額 

 △12,719 6,994 53,474 

役員賞与の支払額  △12,000 △17,000 △12,000 

その他  3,443 △2,495 20,574 

小計  △227,930 △568,579 2,480,276 

利息及び配当金の受
取額 

 18 672 79 

利息の支払額  △79,128 △68,791 △160,252 

法人税等の支払額  △461,699 △850,761 △746,280 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △768,740 △1,487,459 1,573,822 
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前中間会計期間 

（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日）

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金・積金の純
減少額(△増加額) 

 △18,800 198,100 △37,100 

有価証券の取得によ
る支出 

 △499 － △499 

有形固定資産の取得
による支出 

 △13,045 △37,366 △30,830 

長期性預金の預入に
よる支出 

 △34,800 － △69,600 

その他投資の増加額  △4,850 △5,755 △11,472 

その他投資の減少額  － 199 200 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △71,996 155,176 △149,303 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の純増加
額 

 1,368,900 2,132,900 949,600 

長期借入れによる収
入 

 263,000 － 279,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △190,002 △500,000 △433,168 

株式の発行による収
入 

 － － 687,667 

配当金の支払額  △35,000 △159,044 △35,000 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,406,898 1,473,855 1,448,099 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 566,161 141,572 2,872,618 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 886,358 3,758,977 886,358 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,452,520 3,900,549 3,758,977 

     

 



－  － 

 

 

18

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

満期保有目的の債券 

同左 

満期保有目的債券 

同左 

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産  

販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金及

び貯蔵品：個別法による原

価法 

販売用不動産、仕掛販売用

不動産、未成工事支出金：

個別法による原価法 

同左 

(1）有形固定資産： (1）有形固定資産： (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 建物   定額法 

その他  定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ６年～42年 

車両運搬具  ２年～６年 

工具器具備品 ２年～８年 

建物   定額法 

その他  定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ６年～42年 

車両運搬具  ２年～６年 

工具器具備品 ２年～10年 

同左 

 (2）無形固定資産：ソフトウェア

（自社利用）については、社内

における見込利用期間（５年）

に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れの損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上することとしており

ます。 

同左 同左 

 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務

指針（中間報告）（日本公認会

計士協会 会計制度委員会報告

第13号）に定める簡便法（中間

期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法）により、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、退職給付会計に関する実務

指針（中間報告）（日本公認会

計士協会 会計制度委員会報告

第13号）に定める簡便法（期末

自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法）により計算した

当期末の退職給付債務に基づき

計上しております。 

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額の

100％相当額を計上しておりま

す。 

同左  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額の100％

相当額を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

(1）消費税等の処理方法 (1）消費税等の処理方法 (1）消費税等の処理方法 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 税抜方式によっております。

控除対象外消費税等は、固定資

産に係わるものは投資その他の

資産の「その他」に計上し５年

間の均等償却を行っており、そ

れ以外は期間費用としておりま

す。 

同左 同左 

 (2）自己株式及び法定準備金取崩

等に関する会計基準 

(2）   ───── (2）自己株式及び法定準備金取崩

等に関する会計基準 

  「自己株式及び法定準備金の

取崩等に関する会計基準」（企

業会計基準第１号）が平成14年

４月１日以後に開始する事業年

度に係る中間財務諸表から適用

されることになったことに伴

い、当中間会計期間から同基準

によっております。 

 なお、中間財務諸表等規則の

改正により、当中間期における

中間貸借対照表の資本の部につ

いては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しておりま

す。 

  「自己株式及び法定準備金の

取崩等に関する会計基準」（企

業会計基準第１号）が平成14年

４月１日以後開始する事業年度

に適用されることになったこと

に伴い、当事業年度から同基準

によっております。この変更に

伴う損益に与える影響はありま

せん。 

 なお、財務諸表等規則の改正

により、当事業年度における貸

借対照表の資本の部について

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

 (3）１株当たり情報 (3）   ───── (3）１株当たり情報 

  「１株当たり当期純利益に関

する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針

第４号）が平成14年４月１日以

後に開始する事業年度に係る中

間財務諸表から適用されること

になったことに伴い、当中間会

計期間から同会計基準及び適用

指針によっております。 

  「１株当たり当期純利益に関

する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針

第４号）が平成14年４月１日以

後開始する事業年度に適用され

ることになったことに伴い、当

事業年度から同基準によってお

ります。なお、同会計基準及び

適用指針の適用に伴う影響につ

いては（１株当たり情報）に記

載のとおりであります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成15年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年４月30日） 

前事業年度末 
（平成15年10月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

20,427千円 41,398千円 29,226千円

※２ 担保資産および担保付債務 ※２ 担保資産および担保付債務 ※２ 担保資産および担保付債務 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 
 
たな卸資産 6,227,078千円

建物 74,887千円

土地 290,012千円

合計 6,591,978千円
  

 
たな卸資産 7,323,312千円

  

 
たな卸資産 5,961,913千円

  

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 
 
短期借入金 4,631,200千円

一年内返済予定長期借
入金 

321,500千円

長期借入金 350,500千円

合計 5,303,200千円
  

 
短期借入金 6,172,800千円

  

 
短期借入金 4,351,900千円

一年内返済予定長期借
入金 

280,000千円

長期借入金 220,000千円

合計 4,851,900千円
  

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ───── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

同左  

 ４      ─────  ４      ─────  ４ 偶発債務 

     保証債務 

   当社の物件購入者について、金融機関

からの借入に対して次の連帯保証を

行っております。 

   
保証先 金額(千円) 内容 

㈱東京シティ
ファイナンス 

21,300 
購入資金つな
ぎ融資 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 
受取利息 183千円

消費税還付加算金 451千円
  

 
受取利息 673千円

遅延損害金 2,149千円
  

 
受取利息 471千円

安全協力会費収受金 38,858千円
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 
支払利息 71,592千円

株式公開関連費 6,500千円

支払保証料 947千円
  

 
支払利息 75,203千円

  

 
支払利息 149,622千円

株式公開費 23,275千円

支払保証料 13,582千円
  

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 
 
有形固定資産 6,200千円

無形固定資産 270千円
  

 
有形固定資産 13,569千円

無形固定資産 402千円
  

 
有形固定資産 15,804千円

無形固定資産 597千円
  

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成15年４月30日現在） （平成16年４月30日現在） （平成15年10月31日現在）
 
現金及び預金勘定 1,485,520千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金・定期積
金 

△33,000千円

現金及び現金同等物 1,452,520千円
  

 
現金及び預金勘定 3,900,549千円

現金及び現金同等物 3,900,549千円
  

 
現金及び預金勘定 3,810,277千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金・定期積
金 

△51,300千円

現金及び現金同等物 3,758,977千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たり

の金額が少額なリース取引のため、財務諸

表等規則第８条の６第６項の規定に準じて

記載を省略しております。 

同左  内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの

金額が少額なリース取引のため、財務諸表等

規則第８条の６第６項の規定により記載を省

略しております。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成15年４月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

割引金融債 499 499 － 

合計 499 499 － 

 

当中間会計期間末（平成16年４月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

割引金融債 499 499 0 

合計 499 499 0 

 

前事業年度末（平成15年10月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

割引金融債 499 499 0 

合計 499 499 0 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成14年11月１日 至平成15年４月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成14年11月１日 至平成15年10月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成14年11月１日 至平成15年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成14年11月１日 至平成15年10月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

 

１株当たり純資産額 272円91銭 

１株当たり中間純利益
金額 

86円94銭 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

－円－銭 

  

 

１株当たり純資産額 542円80銭

１株当たり中間純利益
金額 

130円24銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

129円45銭

  

 

１株当たり純資産額 432円56銭

１株当たり当期純利益
金額 

205円16銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

－円－銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

（追加情報） 

 当中間会計期間から「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」（企

業会計基準第２号）及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

４号）を適用しております。 

 なお、これによる影響はありませ

ん。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 当事業年度から「１株当たり当期

純利益に関する会計基準」（企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 なお、同会計基準及び適用指針を

前事業年度に適用して算出した場合

の１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

  
 

１株当たり純資産額 190円97銭

１株当たり当期純利益
金額 

101円26銭

  
   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は、次ページのとおりであります。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年11月１日
至 平成15年４月30日)

当中間会計期間 
(自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年11月１日
至 平成15年10月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 608,608 1,041,917 1,474,465 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 17,000 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (17,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

608,608 1,041,917 1,457,465 

期中平均株式数（株） 7,000,000 8,000,000 7,104,110 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 

 
  

中間（当期）純利益（千円） 608,608 1,041,917 1,474,465 

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 48,846 － 

（うち新株予約権（株）） － 48,846 － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった株式の概要 

－ － － 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年11月１日 
至 平成15年10月31日） 

 該当事項はありません。  平成16年３月19日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行しております。 

１．平成16年６月21日付をもって普通株式

１株につき２株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

    普通株式    8,000,000 株 

 (2) 分割方法 

   平成16年４月30日最終の株主名簿お

よび実質株主名簿に記載された株主の

所有株式数を、１株につき２株の割合

をもって分割します。 

２．配当起算日 

平成16年５月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間および前事業年

度における１株当たり情報、ならびに当期

首に行われたと仮定した場合の当中間会計

期間における１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。 
 
前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度

１株当たり

純資産額 

136円45銭

１株当たり

中間純利益

金額 

43円47銭

 潜在株式

調整後１株

当たり中間

純利益金額

について

は、潜在株

式がないた

め記載して

おりませ

ん。 

１株当たり

純資産額 

271円40銭

１株当たり

中間純利益

金額 

65円11銭

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益金額 

64円91銭

１株当たり

純資産額 

216円28銭

１株当たり

当期純利益

金額 

102円58銭

 潜在株式

調整後１株

当たり当期

純利益金額

について

は、潜在株

式がないた

め記載して

おりませ

ん。 
  

 該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



－  － 
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第６【提出会社の参考情報】 
 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第５期）（自 平成14年11月１日 至 平成15年10月31日）平成16年１月30日近畿財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

 平成15年12月１日近畿財務局長に提出。 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）

に基づく臨時報告書であります。 

 

 平成16年２月23日近畿財務局長に提出 

 証券取引法第24条ノ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（ストックオプ

ションとしての新株予約権の発行）に基づく臨時報告書であります。 



－  － 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 

 該当事項はありません。 

 



 

 

 

中 間 監 査 報 告 書 

 
 

   平成１５年８月１２日

ファースト住建株式会社    

 

 代表取締役社長 中島 雄司 殿  

 

 新日本監査法人  

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 佐々木 延行  印 

 

 関与社員  公認会計士 松本 要    印 

     

 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ファースト住建株式会社の平成１４年１１月１日から平成１５年１０月３１日までの第５期事業年度の中間会計期間

（平成１４年１１月１日から平成１５年４月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る

通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠し

て財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる

中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財

務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和５２年大蔵省令第３８号）

の定めるところに準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表がファースト住建株式会社の平成１５年４月３０日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１４年１１月１日から平成１５年４月３０日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

 ※ 上記は、当社が提出した有価証券届出書に綴り込まれた前中間会計期間に係る中間監査報告書に記載された事

項を電子化したものである。 

 



 

 

 

独立監査人の中間監査報告書 

 
 

   平成１６年７月２３日

ファースト住建株式会社    

 

 取締役会 御中  

 

 新日本監査法人  

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 佐々木 延行  印 

 

 関与社員  公認会計士 松本 要    印 

     

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ファースト住建株式会社の平成１５年１１月１日から平成１６年１０月３１日までの第６期事業年度の中間会計期間

（平成１５年１１月１日から平成１６年４月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ファースト住建株式会社の平成１６年４月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間

（平成１５年１１月１日から平成１６年４月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 
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